
平成２６年３月４日 

平成２６年度 介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ 

 

【居宅介護支援】 

Ｑ１：平成 26年４月から消費税率の引き上げに伴い、介護報酬の一部改定及び介護度別の

区分支給限度基準額の見直しが行われる予定である。ケアマネの業務として、平成 26

年４月サービスに係る「サービス利用票」（第６表）、「サービス利用票別表」（第７表）

は、３月中に利用者及び居宅サービス事業所に交付しなければならないが、改定後の

内容でなければならないか。 

 

Ａ１：システムで対応している事業所にあっては、システム改修を早急に行い、３月中に

改定後の内容で作成・交付してください。 

システム改修が万一間に合わない場合であっても、利用者への事前の説明・同意は

必要です。３月中に手作業で暫定版を作成・交付し、システム改修後に修正となる場

合は、改めて正規版を作成・交付してください。 

 

Ｑ２：今回の改定により、ケアプランを変更する必要が生じた場合、サービス担当者会議

は開催するのか。 

 

Ａ２：従来どおりケアプランの軽微な変更（例えば、同一事業所における週１回程度のサ

ービス利用回数の増減等）に留まるものであれば、必ずしもサービス担当者会議を開

催しなくてもよい。 

しかし、区分支給限度基準額の中では、従来と同量のサービス提供が困難となり、

例えば、福祉用具貸与や通所リハの同一水準の利用を継続する一方で、訪問介護や通

所介護の利用回数を減らすケアプラン変更を行う場合等、ケアマネジャーとしてサー

ビス事業所へ周知すべきであると判断される場合は、サービス担当者会議を開催すべ

きである。 

 

【全サービス共通】 

Ｑ３：平成 26年４月から消費税率の引き上げに伴い、利用料を変更する場合、どのような

手続きをするのか。 

 

Ａ３：利用者・家族に対し、事前に変更に係る文書を交付し、説明の上、同意を得なけれ

ばなりません。 

また、運営規程に記載する利用料に変更がある場合は、変更後１０日以内に、施設

サービスは高齢福祉課へ、居宅サービスは福祉相談センターへ変更届の提出が必要で

す。 

 

【福祉用具貸与】 

Ｑ４：利用料金を変更する場合、Ａ３の手続き以外で注意することは。 

 

Ａ４：居宅介護支援事業所は区分支給限度基準額の給付管理を適正に行うため、「サービス

利用票」（第６表）、「サービス利用票別表」（第７表）を３月中に作成します。したが

って、平成 26年４月から利用料金を変更する場合は、居宅介護支援事業所に変更後の

価格情報をあらかじめ連絡し情報共有に努めてください。 



 

介護報酬改定以外【看護職員と機能訓練指導員のダブルカウントについて】 

Ｑ５：平成２６年４月以降、看護職員と機能訓練指導員の加算をとっていない場合であっ

ても、看護職員と機能訓練指導員のダブルカウントは認められないのか。 

 

Ａ５：次の表のとおり取扱います。「愛知県の指導方針」Ｐ１１記載のとおりです。 

 

看護体制加算（Ⅰ又はⅡ）、機能訓練加算のいずれの加算もとっていない場合 

区分 平成 26年 3月末まで 平成 26年 4月 1日から 

通所介護 ダブルカウント可能 ダブルカウント可能 

短期入所生活介護（単独型） ダブルカウント可能 ダブルカウント可能 

短期入所生活介護（併設型） ダブルカウント可能 ダブルカウント不可 

特定施設入居者生活介護 ダブルカウント可能 ダブルカウント不可 

介護老人福祉施設 ダブルカウント可能 ダブルカウント不可 

 

（参考） 

看護体制加算（Ⅰ又はⅡ）、機能訓練加算のいずれかの加算をとっている場合 

区分 平成 26年 3月末まで 平成 26年 4月 1日から 

通所介護 ダブルカウント不可 ダブルカウント不可 

短期入所生活介護（単独型） 同上 同上 

短期入所生活介護（併設型） 同上 同上 

特定施設入居者生活介護 同上 同上 

介護老人福祉施設 同上 同上 

 

http://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/course.pdf

